
 
京都市市民活動総合センター管理運営の評価の視点等について 

 

Ⅰ 評価の視点 

  京都市と指定管理者が締結している協定書中の仕様書に記載されている「業務の基本方

針」及び指定管理者が応募時に提案した「管理運営の７つの基本理念」が業務全般を通じ

て実現されたうえで、仕様書の水準を満たす運営がなされているかという視点で評価を行

う。なお、評価に当たっては、実施業務による結果や成果だけでなく、その過程について

も評価対象とする。 

＜仕様書に記載されている業務の基本方針＞ 

  １ 公設市民営の推進 

  ２ 第三者機関の設置 

  ３ 評価委員会による評価及び助言等の反映 

  ４ 関係機関との連携・協力 

  ５ いきいきセンターとの連携 

  ６ 分野別センター間の連携 

  ７ 災害時の支援拠点 

 ＜指定管理者が提案した管理運営の１０の運営方針＞ 

  １ 「公設市民営」の推進 

  ２ 災害ボランティアセンター及び他機関連携の推進 

  ３ 公平・平等・公正を基調とした運営 

４ 寄付文化の醸成及び寄付支援システムの構築と運用 

５ Ｇ(ガバナンス)・Ｃ(コンプライアンス)・Ｄ(ディスクロージャー)の推進 

  ６ 施設活用の向上及び市民活動パブリシティの強化 

  ７ 社会関係資本の再構築と受信力の向上 

  ８ 適切な法人格の選択と法人として多様な法的枠組みに沿った支援対応の充実 

  ９ 官民連携及び地域団体との連携・協働の促進に向けた中間支援機能の発揮 

  10 ウィズ（アフター）コロナ禍における、共存を想定した市民活動支援環境の構築 

 

Ⅱ 評価報告書の構成 

ア 全体評価  

   冒頭で協定書の水準を満たすような管理運営がされていたかどうかを端的な一文で述

べたうえで、評価の詳細や理由を記載する。また、特に優れた点や改善が必要な点、結

果に至るまでの工夫や努力に対する評価についても記載する。 

 イ 個別項目評価  

以下の項目ごとに、文章での評価を記載する。 

（１）事業内容（①情報提供 ②相談 ③育成 ④交流・連携） 

（２）サービス向上 

（３）施設管理 

（４）執行体制 

（５）財務状況 
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京都市市民活動総合センターの管理に関する協定書 仕様書（抜粋） 
 

２ 業務の範囲及び基本方針に関する事項 

（２）基本方針 

ア 公設市民営の推進 

センターは，本市の条例で定める「公の施設」であるが，その管理運営については，広く市民，

利用者，市民活動団体が参画する「市民営」を目指すための運営体制・方針を整備し，本市と市

民とのパートナーシップを積極的に推進するものとする。 

また，センターは，具体的な事業の推進に当たり，事業実施の様々な過程において，利用者で

ある市民や市民活動団体の幅広い参画を得るよう努めるものとする。 

イ 第三者機関の設置 

乙は，幅広い委員で構成する第三者機関を設置し，センターの管理運営についての意見等を聴

取するとともに，事業への参画を求めるなど，当該第三者機関との連携に努めるものとする。 

ウ 評価委員会による評価及び助言等の反映 

乙は，甲が設置する京都市市民活動総合センター評価委員会の評価及び助言等をセンターの管

理運営に的確に反映させるものとする。 

  エ 関係機関との連携・協力 

 センターは，地域社会の課題解決に向けて多様な分野の活動を紹介し，異分野同士の交流・ 

 連携を促進してネットワークを形成する場として，市民活動団体をはじめ，自治会等の地域団体， 

 大学，企業及び行政機関等と連携し，これらの団体が抱える課題に直に寄り添うことで，地域社

会を支える活動を促進することとする。 

  また，幅広い市民活動を総合的に支援する施設として，地域におけるまちづくりの拠点となる

区役所・支所及び「まちづくりアドバイザー」(*)との連携・協力の下，地域レベルのまちづくり

活動の一層の促進を図ることとする。 

(＊)「まちづくりアドバイザー」とは，まちづくりに関する専門的な立場から，区役所・支所の職員とともに， 
区民の自主的活動を支援し，区役所・支所が実施する「まちづくり事業」全般の企画・運営への助言等を行う本 
市の非常勤嘱託員のことである。 

  オ いきいき市民活動センターとの連携 

    乙は，いきいき市民活動センターと情報の共有化や事業を通じた交流等を行うことにより，両

センターがお互いの特色を生かしながら，市民活動の発展段階に応じた支援が行えるよう，より

一層連携を深めるための取組を促進するものとする。 

  (＊)「いきいき市民活動センター」は，市民公益活動はもとより，サークル活動など市民活動を幅広く支援し

ていくため，市民がいきいきと活動できる場所と機会を提供する施設である。 

カ 分野別センター間の連携 

乙は，福祉ボランティアセンター，長寿すこやかセンター，景観・まちづくりセンター，生涯

学習総合センター，男女共同参画センター，青少年活動センター，環境保全活動センター，国際

交流会館その他の分野別センターと連携し、当該分野別センターの資源及び特性を生かしながら、

特定の分野や領域を超えて市民活動を総合的に支援するものとする。 

  キ 災害時の支援拠点 

乙は、甲及び京都市福祉ボランティアセンター指定管理者との連携の下、「京都市災害ボランテ

ィアセンター」構成員として平常時における関連業務及び大規模災害時の役割を担うこととする。 
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４ 事業等の実施に関する事項 

センターにおける事業等は、乙が指定管理者の指定の申請に際し提案した次に掲げる内容を基本と

し、その詳細は、年度ごとの事業計画において定めるものとする。 

なお、乙は、事業等の実施に当たって、利用者から実費相当額の負担を求めようとするときは、あ

らかじめ甲の承認を受けなければならない。また、甲は、次に掲げる内容以外に、乙から自身の特長

を生かした新たな事業展開の提案があった場合は、乙と協議のうえ、具体化の可能性等について検討

していくこととする。 

（１）情報収集・提供 

市民活動の活動段階に応じた市民活動情報の収集と提供 

○ 市民活動情報の収集・提供 

○ 活動団体紹介や講座内容等の動画配信 

    ○ 機関誌の発行 

    ○ 市民活動に関する図書等の収集・管理 

    ○ 資金調達（寄附金、助成金、クラウドファンディング等）、会計、税務、労務その他市民 

活動団体の運営に関する情報の収集・提供 

    ○ 市民活動団体情報の簡易データベースの運営及び収集した情報のホームページへの掲載 

    ○ 電子メール（メールマガジン）、ＳＮＳ等による情報の発信 

○ センターホームページの維持管理 

   ○ 市民活動団体の情報発信力強化のための支援 

   ○  市民活動団体や本市のチラシ、ポスター等の掲示物の管理 

（２）相談 

   専門的な経験と知識に基づく正確かつ円滑な相談対応 

    ○ 幅広い分野の市民活動及び社会貢献活動等に関する各種相談 

    ○ 寄付金（クラウドファンディングを含む）、助成金等による資金調達に関する相談・支援 

    ○ 特定非営利活動法人格取得に向けた相談 

    ○ 特定非営利活動法人の認証及び認定の申請、事業報告書等の各種届出に関する事前予約制 

     による相談（制度の概要説明、認証・認定の要件確認、書類の書き方、申請方法、申請前段 

階の書類の確認等） 

    ○ 専門家による相談（会計、税務、労務、法律） 

    ○ 認定特定非営利活動法人への移行に向けた相談 

（３）育成 

活動レベルに応じた各種講座の企画・運営により、ＮＰＯや市民活動団体の組織基盤強化を図る

とともに、市民活動のすそ野を広げる取組を推進 

    ○ 研修・講座の企画・運営 

      ＮＰＯ設立講座から実務的な課題解決のための講座まで、受講者のニーズや活動レベルに

応じた内容を展開する。 

○ 市民活動の裾野を広げるための市民向け公開講座の開催 

    ○ スモールオフィスの入居団体の募集、選定事務や各種手続等の運営及び入居団体の活動支

援（インキュベーション）、入居団体の成果報告会の企画・運営 

○ ロッカー・メールボックスの各種手続、維持管理 

    ○ 市民活動の資源を活用した多様なコーディネート 

    ○ センターフロアの積極的活用による市民活動との出会いの機会の提供 
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（４）交流・連携 

多様なセクターとの連携を図るとともに、各セクターのネットワーク作りや交流の場を創出 

  ○ 市民活動団体をはじめ、自治会等の地域団体、大学、企業及び行政機関等との連携 

  ○ いきいき市民活動センターとの連携 

  ○ 市民活動団体と地域団体の連携の促進 

  ○ 様々な分野の機関における連携 

  ○ 上記の機関等との連携による交流型イベントの企画・運営 

  ○ ボランティアコーディネートの充実 

（５）管理業務 

   利便性を高め、活動の効果や機動性を高めるサービスの開発 

○ センター内の施設管理 

利用者の満足度の高い施設運営（交流フロア・印刷室・ミーティングルーム・各種機材の

管理・運営、機器の管理及び操作指導、設備の維持・軽微な修繕、利用団体宛のＦＡＸ及び

郵便の取次ぎ、施設見学者等の対応） 

    ○ 多様な手段による利用者ニーズの把握・分析 

    ○ センター利用を促進するサービスの開発 

○ 利用統計資料の作成 

○ スモールオフィス、ロッカーに係る使用許可事務及び公金収納事務（公金の管理について

は、センター内部のチェック体制を確立させるなど、厳格に行うこと。） 

    ○ 「ひと・まち交流館 京都」内の各施設管理者との連携 

「ひと・まち交流館 京都」の災害時体制・共同管理員会への参画 
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<指定管理者が提案した１０の運営方針＞
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